
 

 

 

 

ほけんだより
 

 

  

 
 

健康診断が始まります
日付 検診名 対象学年 準備すること 

4月 1１日（金） 

身体測定 全学年 
・体操着（半袖、短パン） 

・髪は上の方で縛らない 

視力検査 全学年 ・めがねがある人は持ってくる 

聴力検査 1・2・3・5年生 ・耳そうじをしてくる 

４月１７日（木） 尿検査 全学年 ・容器配付：4月 1６日（水） 

4月 2３日（水） 心臓検診 １・４年生 ・調査票締切：4月 1１日（金） 

4月 2４日（木） 血液検査 ６年生の希望者 
・朝食を食べずに登校してください 

（学校でおにぎりを用意しています） 

４月２５日（金） 眼科検診 全学年 ・髪が目にかからないようにする 

４月３０日（水） 耳鼻科健診 全学年 
・耳そうじをしてくる 

・髪が長い人は結んでくる 

５月 ９日（金） 歯科検診 全学年 ・歯みがきをていねいにする 

6月 ６日（金） 内科検診 全学年 

・結核問診票配付：5月２６日（月） 

      締切：５月３０日（金） 

・髪が長い人は結んでくる 

  

  

津南町立上郷小学校  

保健室 

Ｒ７．４．８ 

入学・進級おめでとうございます！
 

今年度お世話になる 

学校医の先生方です 

学 校 医 石川 威先生 

学校歯科医 村山 正徳先生 

学校薬剤師 粉川 正明先生 

 

保健連絡袋に入れて保健関係書類を配付しまし

た。健康診断等に使用する大切な書類になりますの

で、該当する学年の欄に正確にご記入ください。記

入後、4月 1１日（金）までに学校へご提出を

お願いいたします。 

３名の１年生を迎え、新年度がスタートしました。ドキドキ、わくわくの４月。新しい仲間と楽し

い学校生活が送れるよう、保健室からサポートしていきます。「ほけんだより」では、保健行事や心身

の健康などについてお知らせします。ご家庭でお子さんと一緒に読んでいただけると幸いです。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

① 欠席の連絡について  

 欠席する場合は、必ず始業前（7：50～8：15）までに学校（TEL：７６６－２０４４）へ連絡をお願いします。 

② 出席停止について  

 学校保健安全法で決められた感染症（インフルエンザ、流行性耳下腺炎、麻疹、風疹、咽頭結膜熱など）に罹

った場合は出席停止となります。診断された場合は、学校へお知らせください。登校再開時に「登校許可書」（イ

ンフルエンザ・コロナウイルス感染症の場合は「療養解除届」）をご提出ください。用紙は、直接、取りに来てい

ただくか、兄弟を通じてお渡しすることができます。また、当校のホームページからダウンロードすることも可

能です。 

③ 独立行政法人日本スポーツ振興センター「災害給付制度」について  

 学校の管理下で発生した災害について、医療費等が給付されます。学校でけが等をして医療機関で受診された

場合は、学校へお知らせください。申請書類をお渡しいたします。受診時には、受給者証は使用せず、健康保険

証の負担割合（3 割）で算定された金額を支払ってください。申請後、指定口座に振り込まれます。 

④ 保健室での対応について  

 保健室は、家庭または医療機関へ繋ぐまでの応急処置をする場です。そのため、次のことは対応することがで

きませんので、ご承知おきください。 

（１）継続的な手当て・・家庭でのけがは家庭で手当てを行ってください。 

（２）医療行為、内服薬の処方・・病院で処方してもらってください。 

（３）長時間の休養・・１時間程度休養しても回復が見込まれない場合は、迎えに来ていただきます。 

➄ 嘔吐等の対応について  

学校での朝の健康観察で腹痛・吐き気（気持ちが悪い）・下痢・嘔吐等の胃腸症状がある場合は給食当番を休み

ます。前夜や登校前にお子さんがご家庭で嘔吐した場合も同様です。連絡帳や電話等で学級担任までご連絡くだ

さい。また、学校で嘔吐した場合、汚れた衣服はビニール袋に密閉して持ち帰ります。感染拡大防止のため、ご

理解とご協力をよろしくお願いします。 

プライバシーの保護に配慮しながら実施します 

文部科学省より「児童生徒等のプライバシーや心情に配慮した健康診断実施のための環境整備について」が通

知されたことに伴い、健康診断時の脱衣の取り扱いや実施方法などについて、学校では以下のことに配慮しなが

ら健康診断を進めてまいります。 

 

① 検査、検診の会場内では、待機人数を最小限にしたうえで、他の児童に結果等が知られないように配慮します。 

② 内科検診、心電図検査については、個別の検査・診察スペースを設けます。 

③ 内科検診では、養護教諭が補助に入り、半袖体操着の上から聴診を行います。脊柱・侠客の異常や皮膚疾患の     

有無などについては、視診や必要に応じて触診する場合があります。 

④ 結果は、個別に封筒に入れてお知らせします。 

※健康診断について不安や心配がある場合は、養護教諭や担任等へ遠慮なくお申し出ください。 

 

   

 

 

 

 

 

学校感染症について 

○学校保健安全法に定められた感染症にかかった場合、集団感染を防ぐために病気が治るまでの期間、「出席停止」と

なります。出席停止の場合、欠席扱いなりません。 

 下記の病気やその他の感染症で、医師から学校を休むように指示があった場合は、学校(025-597-2012)へ連絡をお願

いします。 

 

 

 

 

 

 

○治癒後に登校するときは、医師の診察を受け、「登校許可書」が必要です。ただし、インフルエンザ・新型コロナウイ

ルス感染症の場合は、「療養解除届(病院への再受診は不要)」が必要になります。用紙は、学校から配付します(松代小

HP からもダウンロード可能です)。 

 

保健室での処置について 

 

 

 

 

 


